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北九州市告示第１３号

 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第６号）第６条第３項の規定により、北九州産業技術保存継承センターの利

用料金の額を承認したので、北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条

例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３４号）第６条の規定により次のとお

り告示する。

  平成２９年１月１３日

北九州市長 北 橋 健 治

金額 期間

企

画

展

示

室

陳

列

品

の

観

覧

料

－ 大人 小・中学校の

児童及び生徒

平 成 ２ ９ 年 １ 月

２ １ 日 か ら 同 年

４月２日まで

個人 １

人

１

回

 ０円 ０円

団 体 （ ３ ０

人以上）

 ０円   ０円
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北九州市告示第１４号 

 公有水面埋立ての承認出願があったので、公有水面埋立法（大正１０年法律

第５７号）第４２条第３項において準用する同法第３条第１項の規定により、

その事件の要領を次のとおり告示し、出願の内容を記載した書面及び関係図書

を公衆の縦覧に供する。 

 この埋立てに関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、北九州

市長に意見書を提出することができる。 

 なお、この承認出願については、福岡県知事、苅田港港湾管理者及び北九州

港港湾管理者と共同で受理したものである。 

平成２９年１月１３日 

    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 出願人の所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名 

  出願人 所在地 福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 福岡第二合同

庁舎 

      名 称 国土交通省九州地方整備局 

  代表者 住 所 福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 福岡第二合同

庁舎

      氏 名 国土交通省九州地方整備局長 小平田浩司   

２ 埋立区域 

（１） 位置 

北九州市小倉南区空港北町 7 番から福岡県京都郡苅田町空港南町 7 番に

至る間の地先公有水面 

 （２） 区域 

次の各地点のうち①の地点から④の地点までを順次に結んだ線、④の地

点と⑤の地点を結ぶ昭和５２年４月２日付け５２港第５０号の承認に係る

埋立ての埋立区域と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．８２ｍにより決

定）、⑤の地点と⑥の地点を結ぶ平成１４年３月２８日付け国九整港管第

８１３号で竣功通知された埋立地と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．

８２ｍにより決定）、⑥の地点と⑦の地点を結ぶ平成１５年９月３０日付

け国九整港管第３３０号で竣功通知された埋立地と公有水面との境界線（

Ｄ．Ｌ．＋３．１８ｍにより決定）、⑦の地点と①の地点を結ぶ平成１７

年４月１３日付け国九整港管第１２号で竣功通知された埋立地と公有水面

との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．１８ｍにより決定）に囲まれた区域 

   ①の地点 福岡県京都郡苅田町大字苅田字松山の松山二等三角点（北緯

３３度４８分２１．９４１秒東経１３０度５９分０８．８３
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５秒）（以下「基準点」という。）から４２度５７分０９秒

６７８６．５７メートルの地点 

   ②の地点 ①の地点から８０度２１分０６秒９００．００メートルの地

点 

   ③の地点 ②の地点から１７０度２１分０６秒２７７５．００メートル

の地点 

   ④の地点 ③の地点から２６０度２１分０６秒８９８．５６メートルの

地点 

   ⑤の地点 ④の地点から３５０度１９分０４秒８５５．１７メートルの

地点 

   ⑥の地点 ⑤の地点から３５０度１６分３６秒２９５．０７メートルの

地点 

   ⑦の地点 ⑥の地点から３５０度１９分０６秒９３８．９０メートルの

地点 

 （３） 面積 

２，４９５，９８０．５０平方メートル 

（一般海域 ２，４９５，９８０．５０平方メートル） 

３ 埋立てに関する工事の施行区域 

 （１） 位置 

北九州市小倉南区空港北町７番から福岡県京都郡苅田町空港南町７番に

至る間の地先公有水面 

 （２） 区域 

次の○A の地点から○V の地点までを順次に結んだ線及び○A の地点と○V の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○A の地点 基準点から３７度２５分２２秒７２２６．４６メートルの地

点 

   ○B の地点 ○A の地点から３５０度２１分０６秒５００．０６メートルの

地点 

   ○C の地点 ○B の地点から８０度２１分０６秒４２５．０１メートルの地

点 

   ○D の地点 ○C の地点から３５０度２２分５３秒２７２８．５７メートル

の地点 

   ○E の地点 ○D の地点から３２０度２２分５４秒３１．６１メートルの地

点 

   ○F の地点 ○E の地点から２９１度３８分２６秒３２．３３メートルの地
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点 

   ○G の地点 ○F の地点から２６１度３８分２１秒３１０．７９メートルの

地点 

   ○H の地点 ○G の地点から５１度３８分２２秒１２８５．６８メートルの

地点 

   ○I の地点 ○H の地点から２００度２２分５３秒６４６．２４メートルの

地点 

   ○J の地点 ○I の地点から１７０度２２分５３秒２８３７．８９メートル

の地点 

   ○K の地点 ○J の地点から８０度２１分０６秒６２５．１９メートルの地

点 

   ○L の地点 ○K の地点から１７０度２１分０６秒４５７５．００メートル

の地点 

   ○M の地点 ○L の地点から２６０度２１分０６秒１３９８．２７メートル

の地点 

   ○N の地点 ○M の地点から３５０度１９分０５秒５００．００メートルの

地点 

   ○O の地点 ○N の地点から３５０度１９分０４秒８５５．１７メートルの

地点 

   ○P の地点 ○O の地点から３５０度１９分１９秒２９５．０７メートルの

地点 

   ○Q の地点 ○P の地点から２６０度２２分３４秒０．２３メートルの地点 

   ○R の地点 ○Q の地点から３５０度１９分０６秒９３８．９０メートルの

地点 

   ○S の地点 ○R の地点から３５０度２１分０６秒６８５．８７メートルの

地点 

   ○Ｔ の地点 ○S の地点から３５０度２１分０６秒２９０．１８メートルの

地点 

   ○U の地点 ○Ｔ の地点から２度４９分２７秒３６８．８４メートルの地点 

   ○V の地点 ○Ｕ の地点から３２２度１６分２０秒１６９．６６メートルの

地点 

（３） 上記（２）区域のうち苅田港港湾区域にかかる区域 

次の○AB の地点から○M の地点までを順次に結んだ線及び○AB の地点と○M の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○A B の地点 基準点から６６度５３分５０秒５５４５．０６メートルの地
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点 

○A A の地点 ○A B の地点から８１度４０分５８秒１３９８．９１メートルの

地点 

○L の地点 ○A A の地点から１７０度２１分０６秒４１０．７４メートルの

地点 

○M の地点 ○L の地点から２６０度２１分０６秒１３９８．２７メートル

の地点 

 （４） 上記（２）区域のうち北九州港港湾区域にかかる区域 

次の○W の地点から○X の地点までを順次に結んだ線及び○W の地点と○X の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○W の地点 基準点から３６度３１分４４秒７３３３．７８メートルの地

点 

   ○B の地点 ○W の地点から３５０度２１分０６秒３４３．７９メートルの

地点 

   ○X の地点 ○B の地点から８０度２１分０６秒３７０．５４メートルの地

点 

   次の○Y の地点から○Z の地点までを順次に結んだ線及び○Y の地点と○Z の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○Y の地点 基準点から３６度３５分５９秒７９１３．５０メートルの地

点 

   ○D の地点 ○Y の地点から３５０度２２分５３秒２６７８．０１メートル

の地点 

   ○E の地点 ○D の地点から３２０度２２分５４秒３１．６１メートルの地

点 

   ○F の地点 ○E の地点から２９１度３８分２６秒３２．３３メートルの地

点 

   ○G の地点 ○F の地点から２６１度３８分２１秒３１０．７９メートルの

地点 

   ○H の地点 ○G の地点から５１度３８分２２秒１２８５．６８メートルの

地点 

   ○I の地点 ○H の地点から２００度２２分５３秒６４６．２４メートルの

地点 

   ○Z の地点 ○I の地点から１７０度２２分５３秒２３６９．６２メートル

の地点 

（５） 面積 
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   ７，９２４，４２７．９０平方メートル 

  （苅田港港湾区域内 ５９７，１０１．０８平方メートル、北九州港港

湾区域内 １，４３８，８８３．９１平方メートル、一般海域 ５，８

８８，４４２．９１平方メートル） 

４ 埋立地の用途 

  空港関連用地、道路用地及び緑地 

５ 出願年月日 

  平成２８年１１月１６日 

６ 縦覧場所 

北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 

  北九州市港湾空港局港営部港営課 

北九州市門司区吉志新町二丁目 1 番１号 

  北九州市門司区役所松ケ江出張所 

北九州市小倉南区下曽根四丁目２２番１号 

  北九州市小倉南区役所曽根出張所 

７ 縦覧期間 

平成２９年１月１３日から同年２月２日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の午前８時３０分から午後５時１５分（松ヶ江出張所及び曽根出張所は

午後５時）まで 

８ 意見書の提出要領 

この埋立てについての意見をできるだけ具体的に記載した文書を、平成２

９年２月２日までに北九州市港湾空港局港営部港営課に到着するように提出

すること。 
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北九州市告示第１５号 

 公有水面埋立ての承認出願があったので、公有水面埋立法（大正１０年法律

第５７号）第４２条第３項において準用する同法第３条第１項の規定により、

その事件の要領を次のとおり告示し、出願の内容を記載した書面及び関係図書

を公衆の縦覧に供する。 

 この埋立てに関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、北九州

市長に意見書を提出することができる。 

 なお、この承認出願については、福岡県知事、苅田港港湾管理者及び北九州

市長と共同で受理したものである。 

平成２９年１月１３日 

   北九州港港湾管理者 北九州市      

代表者 北九州市長 北 橋 健 治   

１ 出願人の所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名 

  出願人 所在地 福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 福岡第二合同

庁舎 

      名 称 国土交通省九州地方整備局 

  代表者 住 所 福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 福岡第二合同

庁舎

      氏 名 国土交通省九州地方整備局長 小平田浩司   

２ 埋立区域 

（１） 位置 

北九州市小倉南区空港北町 7 番から福岡県京都郡苅田町空港南町 7 番に

至る間の地先公有水面 

 （２） 区域 

次の各地点のうち①の地点から④の地点までを順次に結んだ線、④の地

点と⑤の地点を結ぶ昭和５２年４月２日付け５２港第５０号の承認に係る

埋立ての埋立区域と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．８２ｍにより決

定）、⑤の地点と⑥の地点を結ぶ平成１４年３月２８日付け国九整港管第

８１３号で竣功通知された埋立地と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．

８２ｍにより決定）、⑥の地点と⑦の地点を結ぶ平成１５年９月３０日付

け国九整港管第３３０号で竣功通知された埋立地と公有水面との境界線（

Ｄ．Ｌ．＋３．１８ｍにより決定）、⑦の地点と①の地点を結ぶ平成１７

年４月１３日付け国九整港管第１２号で竣功通知された埋立地と公有水面

との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．１８ｍにより決定）に囲まれた区域 

   ①の地点 福岡県京都郡苅田町大字苅田字松山の松山二等三角点（北緯
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３３度４８分２１．９４１秒東経１３０度５９分０８．８３

５秒）（以下「基準点」という。）から４２度５７分０９秒

６７８６．５７メートルの地点 

   ②の地点 ①の地点から８０度２１分０６秒９００．００メートルの地

点 

   ③の地点 ②の地点から１７０度２１分０６秒２７７５．００メートル

の地点 

   ④の地点 ③の地点から２６０度２１分０６秒８９８．５６メートルの

地点 

   ⑤の地点 ④の地点から３５０度１９分０４秒８５５．１７メートルの

地点 

   ⑥の地点 ⑤の地点から３５０度１６分３６秒２９５．０７メートルの

地点 

   ⑦の地点 ⑥の地点から３５０度１９分０６秒９３８．９０メートルの

地点 

 （３） 面積 

２，４９５，９８０．５０平方メートル 

（一般海域 ２，４９５，９８０．５０平方メートル） 

３ 埋立てに関する工事の施行区域 

 （１） 位置 

北九州市小倉南区空港北町７番から福岡県京都郡苅田町空港南町７番に

至る間の地先公有水面 

 （２） 区域 

次の○A の地点から○V の地点までを順次に結んだ線及び○A の地点と○V の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○A の地点 基準点から３７度２５分２２秒７２２６．４６メートルの地

点 

   ○B の地点 ○A の地点から３５０度２１分０６秒５００．０６メートルの

地点 

   ○C の地点 ○B の地点から８０度２１分０６秒４２５．０１メートルの地

点 

   ○D の地点 ○C の地点から３５０度２２分５３秒２７２８．５７メートル

の地点 

   ○E の地点 ○D の地点から３２０度２２分５４秒３１．６１メートルの地

点 
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   ○F の地点 ○E の地点から２９１度３８分２６秒３２．３３メートルの地

点 

   ○G の地点 ○F の地点から２６１度３８分２１秒３１０．７９メートルの

地点 

   ○H の地点 ○G の地点から５１度３８分２２秒１２８５．６８メートルの

地点 

   ○I の地点 ○H の地点から２００度２２分５３秒６４６．２４メートルの

地点 

   ○J の地点 ○I の地点から１７０度２２分５３秒２８３７．８９メートル

の地点 

   ○K の地点 ○J の地点から８０度２１分０６秒６２５．１９メートルの地

点 

   ○L の地点 ○K の地点から１７０度２１分０６秒４５７５．００メートル

の地点 

   ○M の地点 ○L の地点から２６０度２１分０６秒１３９８．２７メートル

の地点 

   ○N の地点 ○M の地点から３５０度１９分０５秒５００．００メートルの

地点 

   ○O の地点 ○N の地点から３５０度１９分０４秒８５５．１７メートルの

地点 

   ○P の地点 ○O の地点から３５０度１９分１９秒２９５．０７メートルの

地点 

   ○Q の地点 ○P の地点から２６０度２２分３４秒０．２３メートルの地点 

   ○R の地点 ○Q の地点から３５０度１９分０６秒９３８．９０メートルの

地点 

   ○S の地点 ○R の地点から３５０度２１分０６秒６８５．８７メートルの

地点 

   ○Ｔ の地点 ○S の地点から３５０度２１分０６秒２９０．１８メートルの

地点 

   ○U の地点 ○Ｔ の地点から２度４９分２７秒３６８．８４メートルの地点 

   ○V の地点 ○Ｕ の地点から３２２度１６分２０秒１６９．６６メートルの

地点 

（３） 上記（２）区域のうち苅田港港湾区域にかかる区域 

次の○AB の地点から○M の地点までを順次に結んだ線及び○AB の地点と○M の地

点を結んだ線に囲まれた区域 
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   ○A B の地点 基準点から６６度５３分５０秒５５４５．０６メートルの地

点 

○A A の地点 ○A B の地点から８１度４０分５８秒１３９８．９１メートルの

地点 

○L の地点 ○A A の地点から１７０度２１分０６秒４１０．７４メートルの

地点 

○M の地点 ○L の地点から２６０度２１分０６秒１３９８．２７メートル

の地点 

 （４） 上記（２）区域のうち北九州港港湾区域にかかる区域 

次の○W の地点から○X の地点までを順次に結んだ線及び○W の地点と○X の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○W の地点 基準点から３６度３１分４４秒７３３３．７８メートルの地

点 

   ○B の地点 ○W の地点から３５０度２１分０６秒３４３．７９メートルの

地点 

   ○X の地点 ○B の地点から８０度２１分０６秒３７０．５４メートルの地

点 

   次の○Y の地点から○Z の地点までを順次に結んだ線及び○Y の地点と○Z の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○Y の地点 基準点から３６度３５分５９秒７９１３．５０メートルの地

点 

   ○D の地点 ○Y の地点から３５０度２２分５３秒２６７８．０１メートル

の地点 

   ○E の地点 ○D の地点から３２０度２２分５４秒３１．６１メートルの地

点 

   ○F の地点 ○E の地点から２９１度３８分２６秒３２．３３メートルの地

点 

   ○G の地点 ○F の地点から２６１度３８分２１秒３１０．７９メートルの

地点 

   ○H の地点 ○G の地点から５１度３８分２２秒１２８５．６８メートルの

地点 

   ○I の地点 ○H の地点から２００度２２分５３秒６４６．２４メートルの

地点 

   ○Z の地点 ○I の地点から１７０度２２分５３秒２３６９．６２メートル

の地点 
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（５） 面積 

   ７，９２４，４２７．９０平方メートル 

  （苅田港港湾区域内 ５９７，１０１．０８平方メートル、北九州港港

湾区域内 １，４３８，８８３．９１平方メートル、一般海域 ５，８

８８，４４２．９１平方メートル） 

４ 埋立地の用途 

  空港関連用地、道路用地及び緑地 

５ 出願年月日 

  平成２８年１１月１６日 

６ 縦覧場所 

北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 

  北九州市港湾空港局港営部港営課 

北九州市門司区吉志新町二丁目 1 番１号 

  北九州市門司区役所松ケ江出張所 

北九州市小倉南区下曽根四丁目２２番１号 

  北九州市小倉南区役所曽根出張所 

７ 縦覧期間 

平成２９年１月１３日から同年２月２日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の午前８時３０分から午後５時１５分（松ヶ江出張所及び曽根出張所は

午後５時）まで 

８ 意見書の提出要領 

この埋立てについての意見をできるだけ具体的に記載した文書を、平成２

９年２月２日までに北九州市港湾空港局港営部港営課に到着するように提出

すること。 
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北九州市告示第１６号 

駐車場の入出車時間等（平成１９年北九州市告示第６９号）に規定する北九

州市営勝山公園地下駐車場の入出車時間を変更するので、北九州市都市公園、

霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第７号

）第２９条の３の規定により次のとおり告示する。 

  平成２９年１月１３日 

北九州市長 北 橋 健 治 

  入出車時間を変更する日    変更後の入出車時間 

平成２９年２月１９日 午前１０時から午後１０時まで 
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北九州市公告第１８号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年１月１３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

 （１）  特定役務の名称及び数量 

   若松モーターボート競走場清掃業務委託 一式 

 （２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３）  履行期間 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 （４）  履行場所 北九州市若松区赤岩町１３番１号 

          若松モーターボート競走場 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） この公告の日前５年間に、１契約における清掃延床面積が１万平方

メートル以上である建物清掃業務の実績があること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３
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－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成２９

年２月３日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市若松区赤岩町１３番１号 

       北九州市産業経済局事業部競艇事務所 

  イ 日時 この公告の日から平成２９年３月２日までの毎日午後１時から

午後５時まで。ただし、次に掲げる日を除く。 

（ア） 平成２９年２月４日 

（イ） 平成２９年２月５日 

（ウ） 平成２９年２月１２日 

（エ） 平成２９年２月２５日 

（オ） 平成２９年２月２６日 

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 （１）アの場所において無償で

交付する。 

 （３） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市若松区赤岩町１３番１号 

       北九州市産業経済局事業部競艇事務所３階会議室 

  イ 日時 平成２９年２月２０日午後３時 

 （４） 競争参加の申出書の提出 

ア 持参による場合 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は

平成２９年２月３日午後５時まで（４（１）イのただし書き（ア）～

（オ）に掲げる日を除く。）に競争参加の申出書を北九州市産業経済

局事業部競艇事務所に提出しなければならない。 

  イ 郵送による場合 （１）アの場所に書留郵便により、平成２９年２月

３日午後５時までに必着のこと。 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 （３）アの場所と同じ。 

  イ 日時 平成２９年３月２日午後３時 

  ウ 郵送による場合の入札書の受領期限 （１）アの場所に書留郵便によ

り、平成２９年３月１日午後５時までに必着のこと。 

５ 契約の締結 

  この契約の締結については、落札の決定があっても、この契約に係る予算

が成立しない場合は、行わない。この場合において、市は、この契約を締結
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しないことによる補償は行わない。 

６ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 

  ア 契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。ただし、落

札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容

に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者

と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

って著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内

の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を

落札者とすることができる。 

  イ 北九州市業務委託低入札価格調査試行実施要領（平成１５年６月１日

施行）３の規定により定められた調査基準価格を下回った入札が行われ

た場合は、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がされないお

それがあると認められるか否かについて調査を行うため、落札者の決定

を保留し、入札を終了する。 

    なお、落札者の決定後は、入札者全員にその旨を電話又は書面により

通知する。 

  ウ イに該当する調査基準価格を下回る入札を行った者は、調査に協力し

なければならない。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 
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 （７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市産業経済局事業部競艇事務所 

   〒８０８－００７５ 北九州市若松区赤岩町１３番１号 

   電話 ０９３－７９１－３４００ 

７ Summary  

 （１） Nature of service to be procured 

       Cleaning service at Wakamatsu Boat Racing Grounds  

 （２） Deadline of Tender (by hand)  

   3:00 p.m., March 2, 2017  

 （３） Deadline of Tender (by mail)  

   5:00 p.m., March 1, 2017  

 （４） For further information, please contact:  

   Boat Racing Office, Bicycle and Boat Racing Department, Industry and 

Economics Bureau, City of Kitakyushu  
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北九州市公告第１９号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年１月１３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量 

  北九州中央高等学園プレハブ校舎借入れ 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地    

  北九州市教育委員会事務局総務部施設課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成２８年１１月２４日 

４ 落札者の名称及び住所 

  三光ハウス株式会社 

  北九州市八幡西区大字浅川９４２番地２３ 

５ 落札金額 

  ３，２８５万３，６００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札を公告した日 

  平成２８年１０月１４日  

８ 落札方法 

  最低価格による。 
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北九州市公告第２０号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年１月１３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量 

  曽根東小学校プレハブ校舎借入れ 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地    

  北九州市教育委員会事務局総務部施設課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成２８年１１月２４日 

４ 落札者の名称及び住所 

  日東工営株式会社北九州出張所 

  北九州市小倉北区浅野一丁目２番３９号 

５ 落札金額 

  ４，４６０万４，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札を公告した日 

  平成２８年１０月１４日  

８ 落札方法 

  最低価格による。 
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北九州市公告第２１号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年１月１３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量 

  槻田小学校プレハブ校舎借入れ 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地    

  北九州市教育委員会事務局総務部施設課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成２８年１１月２４日 

４ 落札者の名称及び住所 

  日東工営株式会社北九州出張所 

  北九州市小倉北区浅野一丁目２番３９号 

５ 落札金額 

  ２，８８３万６，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札を公告した日 

  平成２８年１０月１４日  

８ 落札方法 

  最低価格による。 
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北九州市公告第２２号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年１月１３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量 

  浅川小学校プレハブ校舎借入れ 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地    

  北九州市教育委員会事務局総務部施設課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成２８年１１月２４日 

４ 落札者の名称及び住所 

  大和リース株式会社北九州支店 

  北九州市小倉北区浅野二丁目１１番１５号 

５ 落札金額 

  ２，６７８万４，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札を公告した日 

  平成２８年１０月１４日  

８ 落札方法 

  最低価格による。 
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正誤表 

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

平成 

２ ８

年 

第３８６９号 １７ 上 か ら １

行目 

北九州市固定

資産評価審査

委員会告示第

２号 

北九州市固定

資産評価審査

委員会告示第

１号 
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